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       平成２４年度夏季における大阪大学節電・省エネ計画の 
       節電目標値改定について（通知） 

 
 

標記のことについて、別紙のとおり決定しましたので通知いたします。つきましては、 
貴部局構成員に対し周知徹底していただきますよう、よろしくお願いいたします。 
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平成２4年度夏季における大阪大学節電・省エネ計画 
の節電目標値改定について 

 

 

 

 

 

先般の政府及び関西電力株式会社からの節電要請を踏まえ、平成２4年度夏季における大阪

大学節電・省エネ計画を策定し、学内通知を実施してきたところですが、大飯原子力発電所3

号機において再稼働が確実となったことから、政府及び関西電力株式会社からの節電目標値が

改定されました。 

これに伴い、大阪大学節電・省エネ計画の節電目標値を以下のとおり改定し、平成24年7

月10日以降実施することとします。なお、今後、更なる追加変更等が生じた場合には、速や

かに学内通知を行います。（※下線表示は今回の変更箇所を示します。） 

なお、計画期間及び具体的な節電・省エネ方策については変更ありません。 

 

 

【平成24年夏季期間中の節電目標値(最大電力)】 

平成22年夏季期間中の最大電力に比べ１5％削減（7月2日～7月9日） 

（上記目標の達成により使用電力量についても平成22年夏季期間中比12％の削減を見込む。） 

平成22年夏季期間中の最大電力に比べ１0％削減（7月10日～9月7日） 

（上記目標の達成により使用電力量についても平成22年夏季期間中比8％の削減を見込む。） 

※附属病院については、本計画の対象外とするが、医療業務等に支障のない範囲で節電を行う。 

 

（以上） 
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今夏の電力需給対策の節電目標の改定について 

 

日頃より、電力需給対策について御協力いただき、誠にありがとうございます。 

今夏の電力需給対策については、平成 24 年 5 月 18 日付け「今夏の電力需給対策につい

て」（24 文科施第 117 号城井文部科学大臣政務官通知）によりお知らせしているところで

すが、このたび関西電力の公表を受け、大飯原子力発電所３号機の再稼働が確実となった

ことから、官房長官会見で示されたとおり、平成 24 年 6 月 22 日決定の「今夏の節電目標

の改定方針について」（別紙）のとおり節電目標の改定が決定されましたので取り急ぎお知

らせします。 

なお、本件に関する公文については、後日の通知となりますのでご承知おきください。 

また、沖縄電力管内に所在する各機関におかれましては、電力需給がひっ迫している状

況ではありませんが、政府の動きについて参考までにお知らせいたします。 

 

 

 

【問い合わせ先】  

文部科学省大臣官房文教施設企画部 

参事官付 

03-5253-4111（内線 2324） 
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今夏の節電目標の改定方針について 

 

平成２４年６月２２日 

電力需給に関する検討会合 

エネルギー・環境会議 

 

１．節電目標の改定にあたっての基本的考え方 

 

（１）平成２４年６月１６日に開催された四大臣会合において、政府は、大飯原子力

発電所３号機、４号機の再起動を決定した。 

（２）大飯原子力発電所３号機が再起動された後、４号機が再起動される予定であり、

３号機、４号機の再起動には、それぞれ約３週間を要する見込みである。 

（３）その際、再起動の作業が遅延する可能性があるため、大飯原子力発電所３号機

の再起動が確実となる段階（再起動して発電が開始され、定格熱出力一定運転と

なる段階。）までは、「今夏の電力需給対策について（平成２４年５月１８日電力

需給に関する検討会合／エネルギー・環境会議）」で決定された節電目標を堅持

することが必要である。 

（４）大飯原子力発電所３号機の再起動が確実となった段階（再起動して発電が開始

され、定格熱出力一定運転となった段階。）において、次の方針に従い、節電目

標を改定する。 

なお、大飯原子力発電所４号機の再起動に伴う節電目標の改定については、大

飯原子力発電所３号機の再起動が確実となった段階を目途にその方針を固め、大

飯原子力４号機の再起動が確実となった段階で改定する。 

 

２．大飯原子力発電所３号機の再起動に伴う節電目標の改定方針 

 

 大飯原子力発電所３号機の再起動が確実となった段階（再起動して発電が開始され、

定格熱出力一定運転となる段階。）において、「今夏の電力需給対策について」で決定

された節電目標を以下のとおり改定する。 

  

①大飯原子力発電所３号機の再起動により、中西日本（中部、関西、北陸、中国、

四国、九州電力）において、電力の供給力が約１７０万 kW 増加1することに合わ

せ、関西電力管内の節電目標を、一昨年比▲１０％以上に低減する。 

②中部、北陸、中国電力管内においては、広域レベルでの節電目標の共有を一部継

                                                        
1 約１７０万 kWのうち、大飯原子力発電所３号機の出力は、１１８万 kW。残りは、揚水汲み上げ

電力の増加等に伴う揚水供給力の増加分。 

（別紙）
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続することとし、定着した節電分相当2を数値目標として設定する3。 

③四国、九州電力管内については、現在の節電目標を維持する4。 

④数値目標を伴う節電要請期間及び時間は変更しない。 

なお、大飯原子力発電所の再起動は、基本的に、中西日本地域の供給増をもた

らすものであり、東日本地域の節電目標等は変更しない。 

 

＜現在の節電目標と改定後の節電目標＞ 

 中部 関西 北陸 中国 四国 九州 

現在の節電

目標 

▲５％ 

以上 

▲１５％ 

以上 

▲５％ 

以上 

▲５％ 

以上 

▲７％ 

以上 

▲１０％ 

以上 

改定後の節

電目標 

▲４％ 

以上 

（定着した節電分） 

▲１０％ 

以上 

▲４％ 

以上 

（定着した節電分） 

▲３％ 

以上 

（定着した節電分） 

▲７％ 

以上 

▲１０％ 

以上 

 

これら、数値目標を伴う節電を要請することにより、引き続き、中西日本全体にお

いて、＋３％以上の供給予備率を確保する。 

 

以上 

                                                        
2 「定着した節電」とは、需給検証委員会で示されたとおり、現在行われている無理のない節電

（ストレスが小さく、かつ、コストが少ない、もしくは投資回収ができるもの）を指す。例え
ば、照明や空調の調整等による節電が挙げられる。 

3 中部、北陸、中国電力管内における定着した節電は、それぞれ一昨年比▲３．６％、▲３．７％、

▲２．５％であることから、中部、北陸、中国電力管内の節電目標を、それぞれ▲４％以上、

▲４％以上、▲３％以上とする。 
4 四国電力管内については、▲７％以上の節電目標は、単独で需給ギャップを解消した上で余力

があれば需給がひっ迫している他地域への電力融通を行うという前提であった。大飯原子力発

電所３号機が再起動した後も、中西日本全体では、電力供給の余力があるとはいえないため、

四国電力管内については、▲７％以上の節電目標を維持する。 



大飯発電所３号機の再稼動に伴う明日からの節電内容の見直しについて 

 

平成２４年７月９日 

関西電力株式会社 

 

当社はこれまで、大飯発電所３、４号機の再稼動に向け、万全の体制で安全第一に、

作業に取り組んできました結果、本日、大飯発電所３号機が定格熱出力一定運転に達

し、再稼動が確実となりました。これにより、明日７月１０日から、お客さまにご協

力を賜ります節電の内容を、一昨年の夏と比較して１５％以上の節電から１０％以上

の節電に見直しをさせていただくこととしました。 

 

節電内容の見直しにつきましては、６月２２日に国のエネルギー・環境会議で示さ

れた内容に基づき､これまで、国や自治体の皆さまとご相談を重ねてきました。国が

本日､明日から当社管内の節電目標を１０％以上に変更するという改定を示し、当社

としても､６月３０日の関西広域連合委員会で､１０％以上に節電内容を見直すこと

についてご理解いただいておりましたことから、あらためて関西広域連合と相互確認

した上で、見直しについて決定しました。 

今後、大飯発電所４号機の再稼動後の節電内容については、国や自治体の皆さまと

よくご相談した上で、決定次第お知らせしたいと考えております。 

 

お客さまには、大変なご不便とご迷惑をお掛けすることとなり、誠に申し訳ござい

ませんが､引き続き､明日からの１０％以上の節電にご理解とご協力を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

 

当社としては､今後も引き続き、広域的な停電や計画停電を回避し、電力の安全・

安定供給ができるよう、大飯発電所４号機の再稼動をはじめ、供給力確保に全力を 

尽くしてまいります。 

 

以 上 
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